
      

 

 

 今年の５月３０日から改正個人情報保護法が施行されているのをご存知ですか？かつては、取り扱う個人

情報が５，０００件を超えない事業者は個人情報取扱事業者ではなく、法律の対象外でした。しかし、改正

によりその条件が撤廃され、全事業者が対象になりました。 本講習会は、専門家の視点というより、

事業者の視点で取り組むべき内容に焦点を当てたものとなっております。この機会に是非ご参加ください。 

①改正個人情報保護法のポイント 

②用語を整理しておこう 

③小規模事業者等が対応すべき点について 

④個人情報取扱ルールを策定しよう 

⑤ケース別に対応策を見てみよう 
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